
 

 

 

 

 所得金額調整控除の創設、未婚のひとり親への対応及び寡婦控除の見直し、定額減税等によ

り、項目名・記載内容が変更になっております。（下図 ⑩、⑭、⑯） 

記載方法が変更されている箇所もあるため、給与支払報告書作成の際は、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度給与支払報告書の記載例

 

給

与

支

払

報

告

書

（

個

人

別

明

細

書

）

円 円 円 内 円

円 人 内 人 人 人 内 人 人 人

内 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円

円 円

円 円 円

円 円

5 20

年 月 日

1

従人

その他

従人

260,000

生命保険料

の金額の内

訳

新生命保険料

の金額
82,500

旧生命保険料

の金額

 
給
与
支
払
報
告
書

（
個
人
別
明
細
書

）

6

(源泉・特別)

控除対象

配偶者

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額

支　払

を受け

る　者

5,062,750

老人
特　　　定 老　　　人

住

所

※区分

種　　　　　　　　別 支　　払　　金　　額 給与所得控除後の金額

27

3,730,000

特　　別 その他

従人

20,508,933
住宅借入金等特別

控除区分（1回目） 住（特）
住宅借入金等

年末残高（1回目）

旧個人年金

保険料の金額
123,000

住宅借入金等特別控除の額地震保険料の控除額

（受給者番号）

　宜野湾市野嵩○丁目○番○号

000-00000015

(役職名) 係　　長

1 1 1 11 1 1 1 1 1

氏

　

名

（フリガナ） ノダケ　タロウ

野嵩　太郎

（個人番号） 1 1

所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

5

従有

380,000 1 3

非居住者

である

親族の数

1

給与等 6,847,500

16歳未満

扶養親族

の数

障　害　者　の　数

（ 本 人 を 除 く。 ）

0

有

配 偶 者 (特 別)

控  除  の  額

控　除　対　象　扶　養　親　族　の　数

（　　配　　偶　　者　　を　　除　　く　　。　）

（フリガナ） ノダケ　ハナコ 区

分 配偶者の

合計所得

介護医療保

険料の金額

新個人年金

保険料の金額

(１)野嵩　正（住所地：東京都港区〇〇１－１－１）　　　 　 前職：株式会社　おきなわ　令和3年3月3１日退職
(２)野嵩　五郎（年少）            　　　　　　　　　　　    支払金額：910,000円　社会保険料65,000円
     三郎（普通傷害）               　　　　　　　  　  　    　源泉税額：9,000円

（摘要）

66,600

1

90,000

住宅借入金等

特別控除可能額

氏名

個人番号

650,000

(源泉)控除対象

配偶者の有無等

住宅借入金等

年末残高（2回目）
205,000

居住開始年月日

（2回目）

住宅借入金等特別

控除区分（2回目）

年 月 日

住宅借入

金等特別

控除の額

の内訳

住宅借入金等

特別控除適用数 1
居住開始年月日

（1回目）

4 5 6 7

野嵩　花子

1

控

除

対

象

扶

養

親

族

1

（フリガナ） ノダケ　ハルコ
区

分

1

6

歳

未

満

の

扶

養

親

族

1

8 9 0 1 22 3

氏名 野嵩　春子

33 3 3 3 3 3

（フリガナ） ノダケ　サブロウ
区

分

5人目以降の控除対象扶養

親族の個人番号

7 7 7 7

野嵩　三郎

7 7 7 7 7 7 7 7

（１)

456789012345
区

分

氏名

個人番号

8

個人番号 3 3 3 3 3

8 8 8

2

（フリガナ） ノダケ　イチロウ
区

分

2

（フリガナ） ノダケ　アキコ

氏名 野嵩　一郎 氏名 野嵩　秋子

8個人番号 4 4 4 4 4 8 8 84 個人番号 8 8 8 84 4 4 4 4 4

3

（フリガナ） ノダケ　ジロウ
区

分

3

5 5 5 5個人番号 5 5 5 5 5 5 5 5

氏名 野嵩　次郎
区

分

5人目以降の16歳未満の扶

養親族等の個人番号個人番号 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

（フリガナ） ノダケ　フユコ

氏名 野嵩　冬子

9 9

ノダケ　シロウ
区

分

6 6 0 0 0 0 0 06 6

4

（フリガナ） ノダケ　ナツコ
区

分 ○
4

（フリガナ）

元号

昭和

(２)

678901234567

0 0個人番号 6 6 6 6 6

氏名 野嵩　夏子 氏名 野嵩　四郎

6 個人番号 0 0 0 06 6

（右詰めで記載してください。）5 4 3 2 1 0

3 4 1 48○

年

未

成

年

者

外

国

人 年 月

勤

労

学

生

中 途 就 ・ 退 職

国民年金保険

料等の金額

基礎控除の額

旧長期損害

保険料の金額

6 3

支

　

払

　

者

個人番号又は

法人番号
9 8 7 6 9

氏名又は名称
宜野湾商事　株式会社

（電話） 098-893-××××

8

所得金額

調整控除額

住所（居所）

又は所在地 宜野湾市字宇地泊××番地

そ

の

他

一

般 月 日日就職 退職

受　給　者　生　年　月　日
災

害

者

ひ

と

り

親

寡

　

婦

本人が障害者

乙

欄

死

亡

退

職

7

Ｃ

⑥

⑧

押印

不要

②

③

⑪

⑫

⑭

⑮

⑯ ⑰

①

⑦

⑤
④

⑨ ⑩

⑬



  

No. 項目名 内   容 

① 
支払を 

受ける者 

住所は、令和６年１月１日現在の居住地を記入してください。 

また、住民登録の住所と居住地が異なる場合は、両方の住所を記入し住民登録の住所を

（ ）書きしてください。 

② 氏名 
受給者の個人番号（マイナンバー）、住民登録上の氏名、フリガナを必ず記入してく

ださい。 

③ 支払金額 
令和５年中に支払った金額を記入します。中途就職者で前職分の支払金額も含めて

年末調整をした場合は、前職分の金額も合算して記入してください。 

④ 

(源泉)控除

対象配偶者

の有無等 

（１）「有」欄 

 ※年末調整の適用を受けている場合・・・ 

控除対象配偶者を有しているときは、「○」と記載してください。 

 ※年末調整を受けていない場合・・・ 

源泉控除対象配偶者を有しているときに「○」と記載してください。 

（２）「従有」欄 

 従たる給与等において源泉控除対象配偶者を有している場合は「○」と記載。 

（３）「老人」欄 

 控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には「○」と記載してください。 

⑤ 

配偶者 

(特別)控除

の額 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」に基づいて計算された配偶者控除額又は配偶

者特別控除額を記載してください。控除額がある場合、⑦の欄に配偶者の合計所得

金額も記入します。 

⑥ 

住宅借入金

等特別控除

の額の内訳 

（１）住宅借入金等特別控除適用数 

当該控除の適用数を記載します。 

※適用数が３以上のときには、３回目以降の住宅の取得等について、摘要の欄に住宅

借入金等特別控除区分、居住開始年月日及び住宅借入金等年末残高を記載します。 

（２）居住開始年月日（１回目、２回目） 

居住開始年月日は、和暦で年、月、日を分けて記載します。 

（３）住宅借入金等特別控除区分（１回目、２回目） 

適用を受けている控除の区分ごとに、「住・認・増・震」を記載してください。また、当該

控除の対象が特定取得に該当する場合は、後ろに「（特）」を、特別特定取得に該当す

る場合は「（特特）」と記載してください。 

（４）住宅借入金等年末残高（１回目、２回目） 

その住宅の取得等ごとに、「住宅借入金等年末残高」を記載してください。 

⑦ 
配偶者の 

合計所得 

控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者の令和４年中の合計所得金額

を記載してください。  

No. 項目名 内   容 



  

⑧ 

(源泉・特

別)控除対

象 

配偶者 

配偶者控除の対象となる配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名、フ

リガナ及びマイナンバーを記載してください。（年末調整の適用を受けていない場

合には、源泉控除対象配偶者の氏名及びマイナンバーを記載してください。） 

また、当該配偶者が国外に居住する非居住者である場合には、区分の欄に○を付し

てください。 

なお、配偶者特別控除の対象となる配偶者についてもこの欄に記載しますので、注

意してください。 

⑨ 
基礎控除 

の額 

基礎控除の額は、「給与所得者の基礎控除申告書」から転記してください。ただし、

基礎控除の額が 48 万円の場には、転記する必要はありません。 

給与所得者の基礎控除申告書 
記載方法 

合計所得金額の見積書 基礎控除の額 

2,400 万円以下 ４８万円 記載不要 

2,400 万円超 2,450 万円以下 ３２万円 320,000 

2,450 万円超 2,500 万円以下 １６万円 160,000 

2,500 万円超 なし 0 
 

⑩ 
所得金額 

調整控除額 

所得金額調整控除額の適用がある場合には、所得金額調整控除の額を記載してくだ

さい。 

⑪ 
控除対象 

扶養親族 

扶養控除の対象となる扶養親族の氏名、フリガナ及びマイナンバーを記載してくだ

さい。また、当該扶養親族が国外に住居する非居住者である場合には、区分の欄に

〇を付けてください。 

⑫ 
16 歳未満

の扶養親族 

16 歳未満の扶養親族の氏名、フリガナ及びマイナンバーを記載してください。ま

た、当該扶養親族が国外に居住する非居住者である場合には、区分の欄に○を付け

てください。 

⑬ 

5 人目以降

の(16 歳未

満の)控除

対象扶養親

族の個人番

号 

５人目以降の控除対象扶養親族及び 16 歳未満の扶養親族のマイナンバーを記載し

てください。 

この場合、マイナンバーの前には「（摘要）」欄において氏名の前に記載した括弧書

きの数字を付し、「（摘要）」欄に記載した氏名との対応関係が分かるようにしてくだ

さい。 

⑭ 
寡婦 

ひとり親 

各欄について、受給者が該当する事項がある場合に〇を付けてください。 

年末調整をした受給者のみ記載してください。 

⑮ 
受給者 

生年月日 

受給者の生年月日の元号を漢字（「明治」、「大正」、「昭和」、「平成」又は「令和」）

で記載して下さい。 

この項目は、氏名・個人番号と同様に受給者本人を特定するうえで非常に重要です。 

必ず、正確に記載してください。 

No. 項目名 内   容 



  

⑯ 摘要 

（1）⑪・⑫の欄に入りきらない５人目以降の扶養親族の氏名を記載します。この

場合、氏名の前には括弧書きの数字を付し、⑬の欄に記載するマイナンバーとの対

応関係が分かるようにしてください。 

 また、この欄に記載される扶養親族が次に該当する場合には、それぞれ次の内容

を記載してください。 

※【例】・16 歳未満の扶養親族→（年少）・国外に居住する非居住者→（非居住者） 

 （2）３以上の住宅借入金等特別控除の適用がある場合は、3 回目以降の住宅の取

得等について、その住宅の取得等ごとに、「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控

除区分」及び「住宅借入金等年末残高」を記載してください。 

 （3）中途就職者で、前職場給与等を通算して年末調整を行った場合には、前職分

の給与支払金額・社会保険料・源泉徴収税額、前職場の名称・住所・退職年月日を

記載してください。 

 （4）同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く)が障害者、特別障害者又は同居特

別障害者に該当する場合は、扶養人数欄への記載及び同一生計配偶者の氏名及びそ

の者が同一生計配偶者である旨の記載を忘れずに行ってください。 

※【例】野嵩 花子（同配） 

【定額減税についての注意事項】 
年末調整を行った場合、個人別明細書の摘要欄に、実際に控除した定額減税額を

「源泉徴収時所得税減税控除済額」、控除しきれなかった金額を「控除外額」と

してそれぞれ記載してください。（次の例をご参照ください。） 

（例）源泉徴収時所得税減税控除済額 23,500 円 控除外額 26,500 円 非控除

対象配偶者減税有 

※年末調整を行っていない場合は記載不要です。 

また、給与受給者が同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する場合、上記

資料では摘要欄に「同一生計配偶者の氏名(同配)」と記入することとなっていま

すが、同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)が定額減税の算定にかかる場合

は、国税庁より提示されている第 17 号様式別表記載要領の通り、「非控除対象配

偶者減税有」（上記例）と記載していただいてもかまいません。 

⑰ 
普通徴収 

切替理由 

下記の「普通徴収切替理由」に該当し、令和５年度市・県民税を特別徴収でき

ない場合は、切替理由の略語（ａ～f）を摘要欄に記載してください。記載がない

場合は特別徴収となります。eLTAX により給与支払報告書を提出する場合も、摘

要欄に必ず略語（ａ～ｆ）を入力し、「普通徴収」欄にチェックを入れてくださ

い。 

≪ 普通徴収切替理由≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

○その他 

（１）パソコン等の機器で個人別明細書を作成する場合は、印字位置のズレがないよう注意してくださ

い。ズレが大きい場合、再提出をお願いする場合もございます。 

（２）給与支払報告書の提出後、退職・転勤等の異動が生じた場合、「異動届出書」を必ず提出 

   してください。 

a. 常時 2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所 

b. 給与の支給期間が１月を超える者（給与の支払が不定期な場合を含む） 

c. 退職者又は休職者（5 月 31 日までに予定している者を含む） 

d. 税額が支給給与額を上回るため、給与から天引きできない者 

e. 他の事業所で特別徴収される者（乙欄適用者） 

f. 事業専従者（青色申告者の専従者は除く） 


